
重点項目３－１　人財の育成
 

事　業　名
事業費 
(前年度)

説　　　明　　　　　　　　　(単位：千円)

  
宮崎公立大学 
運営費等交付事業 
 
総合政策部 
〈企画政策課〉 

 
639,000  
(660,848) 

 

公立大学法人宮崎公立大学の適正な運営に資するため、大学の業務運営に必

要な経費や大規模な施設整備に必要な経費の一部を助成するほか、国の修学支

援新制度に伴う授業料等の減免に要する費用を支弁します。 
 
○主な交付内容 
　・大学運営経費及び施設整備に要する費用 

　○新新学科設置の検討に要する費用

  
宮崎公立大学 
運営管理事業 
 
総合政策部 
〈企画政策課〉 

 
 380  
(380)

公立大学法人宮崎公立大学の設立団体として適正な法人運営に資するため、

法人の業務実績評価等を行います。 
 
○主な事業内容 
　・宮崎市公立大学法人評価委員会の開催

  
学術研究等支援事業 
 
総合政策部 
〈企画政策課〉 

 
2,700  
(2,700)

　宮崎市学術振興基金を財源とし、宮崎公立大学の教職員が中心となって招致

する学会・研究会等の開催支援や、大学が実施する外国人留学生との交流につ

ながる支援を目的とした助成を行います。 
 
○主な事業内容 
　・学会、研究会等の開催 
・学術交流協定に基づく短期研修生受入事業 

　・ホストファミリー会交流事業 
　

  
地域貢献学術研究 
助成事業 
 
総合政策部 
〈企画政策課〉 

 
11,600  
(11,600)

　豊富な知識、技術、人材を有する市内の大学等から、地域課題や行政課題の

解決及び地域貢献やまちづくりに資する調査・研究を募集し、助成を行います。 
 
○主な事業内容 
対象者　　宮崎市内に設置している短期大学、大学及び大学院の教員 

大学院修士課程、大学院博士前期課程及び専門職大学院に在籍 
する学生 

対象類型　課題指定型研究、又は地域協同型研究

  
農業融資制度資金 
利子補給金交付事業 
 
農政部 
〈農政企画課〉 

 
5,364 
(7,560) 
 

農業経営の健全化に資するため、経営安定や規模拡大等を目的とした資金借

入れに対し、利子補給を行います。 
 
○事業内容(利子補給額) 
・既借入分                                    　　　　　　　 

農業近代化資金(R2～R5)　　        　　　      601　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

農業経営基盤強化資金(H16～H21)　　        　  418　　　　　　　　 
農業災害対策等資金(R2～R5)　　　         　 2,724 

・新規借入分                                                     
農業近代化資金　                       　　   572　　　　　　　　 
農業災害対策等資金  　　                    1,049 
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重点項目３－１　人財の育成

 
事　業　名

事業費 
(前年度)

説　　　明　　　　　　　　　(単位：千円)

  
農業法人育成支援 
事業 
 
農政部 
〈農政企画課〉 

 
340  
(340) 

 

市内の農業法人や法人化を志向する経営体で組織する「宮崎市元気な農業法

人会」の活動を支援します。 
 
○主な事業内容 
・宮崎市元気な農業法人会への活動費補助　　　　　  　　　　　   
・農業制度資金借入れに係る利子補給【令和2年度債務負担行為分】 

  
新規就農者確保・ 
育成支援事業 
 
農政部 
〈農政企画課〉 
 

 
2,465  
(2,690) 

 
 

 

新規就農者の確保・育成を図るため、県内外の就農希望者への情報提供や就

農相談を行います。 
また、(有)ジェイエイファームみやざき中央が行う新規就農者向けの研修に

要する費用の一部を助成するほか、農業集落の維持・活性化を図るため、新規

就農者が農業集落の空き家に住む際の支援を行います。 
 
○事業内容  
　・新規就農者の確保　　　　　　　　　　　　　　　   
　　　就農相談会出展(東京・大阪) 
　 
・新規就農研修生受入助成 　　　　  　　　　　　 　 

　　　研修生の生活費をＪＡと市で負担(ＪＡ1/2、市1/2)　　 
 
　・新規就農研修指導者助成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　研修講師の人件費をＪＡとＪＡ管内市町で負担  
 
・新規就農者地域定住支援事業　　　　　 　　　　     

空き家の改修や片付けにかかる費用の一部を支援 
　　　また、空き家に住む際の家賃の一部を支援 

  
次世代担い手ハウス

整備支援事業 
 
農政部 
〈農政企画課〉 

 
37,000  
(37,000) 

 

　意欲ある農業者の確保・育成及び初期投資の軽減を図るため、ハウス整備に

要する費用の一部を助成します。 
 
○事業内容 
 新規就農者ＡＰハウス夢実現事業 
　・補助対象  宮崎中央農業協同組合または3戸以上の営農集団 
　・補助内容　ＡＰハウス2号改良型整備費 
　・補 助 額　1,500千円/10a(定額)　(上限3,000千円) 
中古ハウスリユース促進事業 
　・補助対象　認定新規就農者、営農開始5年以内の認定農業者、 

その他の認定農業者 
　・補助内容　中古ハウスの補修費等(取得費は除く) 
　・補 助 率　1/2以内　(上限2,000千円)
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重点項目３－１　人財の育成

 
事　業　名

事業費 
(前年度)

説　　　明　　　　　　　　　(単位：千円)

  
新規就農者 
定着支援事業 
 
農政部 
〈農政企画課〉 

 
13,409 

　 　(15,788)

  
 

新規就農時の初期投資の負担軽減を図るため、農業用機械の整備に要する費

用の一部を助成します。 
また、新規就農者の所得向上や就農後の定着を図るため、定着支援アドバイ

ザーによる営農相談や、専門家による経営状況診断を支援します。 
 
○事業内容 
　・農業機械整備に対する助成(補助率：1/3以内) 　　　 　　　　　　　　　　　　　　

・定着支援アドバイザーによる巡回・営農指導等報償費　　　　　　　　　　　　　　　

・専門家による経営診断報償費　　　　　　　　　  　　　　　　　　　

  
農地施設等補助債務

管理費 
 
農政部 
〈農政企画課〉 

 
3,020  
(5,287)

新規就農者の農業経営の安定・健全化に資するため、宮崎中央農業協同組合

が園芸用ハウス入植団地として整備した費用の一部を助成します。 
 

○事業内容 
　・補助内容　平成27年度債務負担行為で設定した本市負担額 

(令和6年度まで) 
　・補 助 率　1/4以内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ○新 

地域を担う農業後継

者支援事業 
 
農政部 
〈農政企画課〉 

 
 18,000  

　地域を担う中心経営体を確保するため、規模拡大や所得向上に資する機械の

導入等に要する費用の一部を助成します。 
 
○事業内容 
　・補助対象　親元就農者 
・補助内容　営農に必要な機械等の導入費等 

　・補 助 率　1/2以内(補助上限額1人当たり1,000千円) 

  
新規漁業就業者 
確保支援事業 
 
農政部 
〈森林水産課〉

 
2,500  

　　　（4,800）

　漁業の将来を担う人材を確保・育成するため、自営独立就業等を目指す新規

漁業就業者などに対して就業支援金等を交付します。 
 
○事業内容 
　・就業支援金　1人当たり1,200千円(就業時1回限り) 
　・海技免許取得費補助　1人50千円を上限　取得費用の1/3補助

  
青年会議所活動 
支援事業 
 
観光商工部 
〈産業政策課〉

 
800  
(880)

将来のまちづくりを担う青少年の育成と、地域の活性化を図るため、(一社)

宮崎青年会議所が実施する事業を支援し、次世代を担う経営者を育てる組織環

境づくりや地域社会の発展に寄与する取組を推進します。 
 
○事業内容 
　・補助金：イベント等に対する補助 
　　　補助額　まちづくり事業　　　　　　　　　　　 450　　　　　　　　　

ひとづくり事業　　　　　　　　　　 　170　　　　　　　　 
　　　補助率　補助対象経費の1/2 
　・負担金：青年会議所年会費　　　　　　　　　　 　180 
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重点項目３－１　人財の育成

 
事　業　名

事業費 
(前年度)

説　　　明　　　　　　　　　(単位：千円)

  
地元企業による 
未来の宮崎ＩＴ人材

教育活動支援モデル 
事業 
 
観光商工部 
〈産業政策課〉 
 
戦略プロジェクト

 
500  
(500)

本市の未来のＩＴ人材の育成を図るため、宮崎市ＩＣＴ企業連絡協議会が実

施するＩＴ教育の取組等に対して、費用の一部を助成します。 
 

○補助対象事業 
　・市立小中学校のモデル校におけるクラブ活動や部活動でのプログラミング

教室等 
・小中学生やその保護者、学校関係者等を対象としたプログラミングに関連

するイベント等 
 

 　 
認定職業訓練助成 
事業 
 
観光商工部 
〈企業立地推進課〉

 
3,400  
(3,500)

　優れた熟練技能を次世代へ継承するため、職業訓練法人宮崎職業訓練協会が

宮崎高等技術専門校で行う職業訓練課程に対し助成するとともに、認定職業訓

練を受けさせた事業者に対し補助金を支給します。また、技能競技大会出場者

に対して支援を行い、地域産業の担い手育成を図ります。 
 
○事業内容 
　・職業訓練法人宮崎職業訓練協会への補助 
　・認定職業訓練を受けさせた事業者への補助(訓練生1人につき4万円) 
　・技能五輪全国大会等出場者激励金(全国：3万円/人、国際：5万円/人) 

  
地元就職支援事業 
 
観光商工部 
〈企業立地推進課〉 
 
戦略プロジェクト 

 
4,900  

 (6,435) 

　地元企業への就職支援の強化を図るため、就職説明会などを開催することに

より、求職者の地元定着及び地元企業の人材不足の解消を図ります。また、若

者の地元定着や都市部からの人材還流を促進するため、スマートフォンアプリ

「２０ｄｏ(にじゅうど)」をプラットフォームに宮崎の魅力あるワーク・ライ

フを効果的に発信するとともに、保護者等を対象とした啓発を実施し、地元就

職の動機付けを図ります。 
 
○事業内容 
・企業と学校(進路指導担当者)との情報交換会の開催 
・合同就職説明会等の開催 
・20doや企業図鑑による市内企業等に関する情報発信 

及び運用管理。市内高校等への20doの啓発活動 
・高校生保護者等に対する就職に関する啓発活動
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重点項目３－１　人財の育成

 
事　業　名

事業費 
(前年度)

説　　　明　　　　　　　　　(単位：千円)

 ○新  
インターンシップ 
支援事業 
 
観光商工部 
〈企業立地推進課〉 
 
戦略プロジェクト

 
1,000  

県外の人材に対し宮崎市内企業の理解促進を図り、市内企業への就職につな

げるため、インターンシップに伴う交通費及び宿泊費の一部を助成します。 
 

○事業内容 
・対象者　宮崎県外在住で、宮崎市内企業が実施するインターンシップ(5日間 

以上)への参加者 
・支援内容及び補助額 

①交通費(往復)　九州(沖縄を除く)　上限10千円 
　　　　　　　　関西圏　上限15千円　 
　　　　　　　　関東圏　上限20千円　※同一年度内1人2回まで 
②宿泊　　　　　上限　一泊5千円　

 ○新 

学生ＵＩＪターン 
就職支援事業 
 
観光商工部 
〈企業立地推進課〉 
 
戦略プロジェクト

 
1,200  

 
 
 

　本市の地元企業への就職につなげるため、東京都内に本部を置く大学の学生

に対し、宮崎市内での就職活動に伴う交通費の一部を助成します。 
 
〇事業内容 
・対象者　東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに在学(4年以 

上)する学生 
・支援内容及び補助額 
　　　　　宮崎 - 東京往復交通費の1/2を補助(上限42千円)　 

※同一年度内1人1回まで 

  
若者 
ステップアップ・ 
定着支援事業 
 
観光商工部 
〈企業立地推進課〉

 
2,500  
(3,200) 

 
 

　若者の早期離職率が高い状況を解消するため、合同研修や交流を通して、市

内企業に勤める新人社員が前向きに働くことができるためのスキルの向上や社

外でのネットワークづくりを図ります。 
 
○事業内容 
・新人社員、若手社員向け研修プログラム 
・経営者、管理者向け研修プログラム 

  
バングラデシュＩＴ 
技術者雇用促進事業 
 
観光商工部 
〈企業立地推進課〉 
 

 
9,350  
(8,550) 

市内企業の事業拡大や新たな企業の立地を促進するため、バングラデシュ 
ＩＴ技術者(※)の雇用を促進します。 
また、バングラデシュＩＴ技術者の定着支援もあわせて行います。 
 

※宮崎大学、市内ＩＴ企業、宮崎市が産学官連携で取り組んでいる「B-JETプロ

グラム」により市内企業に就職したバングラデシュＩＴ技術者が対象。 
 
○主な事業内容 
・紹介手数料補助 
　　人材紹介会社を通じてバングラデシュＩＴ技術者を採用した場合、紹介

手数料の1/2(上限675千円)を助成します。 
・バングラデシュＩＴ技術者活躍支援 

日本や宮崎の文化に関する研修、日本語力の向上、地域交流に資するセ

ミナーやイベント等を実施し、バングラデシュＩＴ技術者の定着につなげ

ます。
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重点項目３－１　人財の育成

 
事　業　名

事業費 
(前年度)

説　　　明　　　　　　　　　(単位：千円)

  
新規就農者優良農地 
バックアップ事業 
 
農業委員会事務局 

 
1,092  
(1,218)

農業研修生の就農地確保と遊休農地の発生防止を図るため、経営を開始する

までの間、所有者から農地を一時的に借受け、維持管理等に要する経費を助成

し、新規就農者の将来的な経営安定を図ります。 
 
○事業内容 
・事業主体：就農支援に取り組む農業法人(農地の一時借受け者) 
・助成内容：賃借料　　　　　　100千円/10a以内 

維持管理費　　　　 40千円/10a以内 
(ロータリー耕、畦畔等草刈） 
畦畔除去、整地等　100千円/10a×1/2以内 
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